
燃えるごみ袋大（３５リットル）
価格改定説明会

知立市 環境課ごみ減量係

問合せ先 ☎０５６６ー９５ー０１２６
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本編資料

それでは、燃えるごみ袋大（３５リットル）の価格改定の説明を行います。
右上に本編資料と書かれた資料をご用意お願いします。
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１.燃えるごみ袋大（35リットル）の価格について

「プラスチック製容器包装」は、令和７年度から「プラスチック製容器包装」と
「プラスチック製品のうち、プラスチック素材１００%のもの」を一括で回収するこ
とに伴い、「プラスチック資源」と名称と袋の色を変更します。
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令和７年４月１日（火）からごみ減量を更に推進するため、燃えるごみ袋大（35
リットル）の価格を１３０円から１９０円に改定します。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

令和７年４月１日（火）から

内容量 １袋１０枚入り １袋１０枚入り

大（３５リットル） １３０円 １９０円

小（１８リットル）  １００円 １００円【据え置き】

大（４５リットル） １３０円 １３０円【据え置き】

小（３０リットル）  １００円 １００円【据え置き】

種類
現在

燃えるごみ

プラスチック製容器包装

2ページをご覧ください。

令和7年4月1日（火）からごみ減量を更に推進するため、燃えるごみ大35リット
ルの価格を130円から190円に改定します。
その他は、価格の変更ありません。
プラスチック資源の詳細は、この後、説明させていただきます。
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２.燃えるごみ袋大（35リットル）の価格設定について①

環境省等によると燃えるごみの指定袋の価格は、ごみ袋の内容量１リットル当たり
の価格が０.５円未満では、ごみ減量の排出抑制効果がほとんどみられず、１リット
ル当たりの価格の料金水準が高くなるほど排出抑制効果が高くなる傾向にあります。

3
出典：山谷修作2000年度以降家庭ごみ有料化
155市のごみ減量効果（1Lあたり価格帯別表記） より

3ページをご覧ください。

環境省等によると燃えるごみの指定袋の価格は、ごみ袋の内容量１リットル当た
りの価格が０.５円未満では、ごみ減量の排出抑制効果がほとんどみられず、１
リットル当たりの価格の料金水準が高くなるほど排出抑制効果が高くなる傾向に
あります。

右のグラフをご確認ください。
１リットル当たりの価格が０.２円から０.６円では、導入翌年度は、５％、導入
５年目は８.５％、０．７円から０．９円では、導入翌年度は、１１．６％、導
入５年目は１２.５％減量という傾向がみられます。
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２.燃えるごみ袋大（35リットル）の価格設定について②

燃えるごみ袋の価格が１リットル当たり０.５円以上からごみ減量効果が発揮されて
くることから、ごみ袋大（３５リットル）の価格は、 次のように設定しました。

燃えるごみ袋大（３５リットル）１枚当たりの価格の設定方法

３５リットル×０．５５円（１リットル当たりの価格）＝１９．２５円

端数切捨てにより １枚当たり１９円

令和７年度からの「プラスチック資源」は、「ごみ」ではなく「資源」であり、
排出を抑制するものではなく、再資源化を推進するものであることから、これ以上
の負担を課すことはせず、価格は据え置きします。
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現在

サイズ 販売価格 １枚あたりの価格 １リットルあたりの価格

燃えるごみ大（３５リットル） １３０円／１袋１０枚入り １３円 ０．３７円

燃えるごみ小（１８リットル） １００円／１袋１０枚入り １０円 ０．５６円

令和７年４月１日（火）から

サイズ 販売価格 １枚あたりの価格 １リットルあたりの価格

燃えるごみ大（３５リットル） １９０円／１袋１０枚入り １９円 ０．５４円

燃えるごみ小（１８リットル） １００円／１袋１０枚入り １０円 ０．５６円

4ページをご覧ください。

燃えるごみ袋の価格が１リットル当たり０．５円以上からごみ減量効果が発揮さ
れてくることから、ごみ袋大（３５リットル）の価格は、 １リットル当たり０．
５円以上０．６円未満という基準を設け、その中間である１リットル当たり、０．
５５円とし、１枚当たり１９円（端数切捨て）としました。

なお、令和7年4月１日（火）からという表中においては、端数切捨てにより、
０．５４円という表示となっています。

燃えるごみ袋小（１８リットル）は、従来から１リットル当たり０．５円を超え、
ごみ減量効果がみられる水準のため、価格を据え置きします。
令和７年度からの「プラスチック資源」は、再資源化を推進するものであること
から、価格は据え置きします。

価格の改定にあたっては、①ごみの減量効果が期待できること②市民の皆様の過
度な負担にならないこと③他の家庭ごみ有料化の実施都市の料金水準などを考慮
した金額であること の3つ を念頭において設定しました。
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３.燃えるごみ袋大（35リットル）の価格改定を行う目的①

燃えるごみ袋に、紙類や布類など資源として、分別できるものが多く含まれていま
す。その結果、１人１日当たりの家庭系ごみの量(g/人･日)やリサイクル率（排出量
に対するリサイクル量の割合）は、愛知県内でも下位となっています。
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続いて、５ページをご覧ください。

燃えるごみ袋に紙類や布類など資源として、分別できるものが多く含まれており、
１人１日当たりの家庭系ごみの量や7ページに掲載しているリサイクル率の指標
では、愛知県内でも下位となっています。
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３.燃えるごみ袋大（35リットル）の価格改定を行う目的②
令和５年度の知立市の１人１日当たりの家庭系ごみの量は、愛知県の目標値から８

ｇ多く、国の目標値から４８g多い４８８gでした。
１人１日約５０g（例：卵１個分の重さ）減量した場合、年間１,３２４トンのごみ

減量に繋がります。また、１人１日約５０gを燃えるごみではなく、資源物（例：牛
乳パック３０g+食品の空箱２０g）として、排出すれば、目標のリサイクル率２０.
０％以上の達成が可能です。

6
第２次知立市環境基本計画改定版 より

愛知県廃棄物処理計画（愛知県食品ロス削減推進計画）
（2022年度～2026年度） より

6ページをご覧ください。

令和４年度から令和５年度にかけて、１人１日当たりの家庭系ごみの量は、減っ
ていますが、それでも、令和５年度の１人１日当たりの家庭系ごみの量は、愛知
県の目標値から８ｇ多く、国の目標値から４８g多い４８８gでした。
１人１日約５０g（例：卵１個分の重さ）減量した場合、年間１,３２４トンのご
み減量に繋がります。また、１人１日約５０gを燃えるごみではなく、資源物
（例：牛乳パック３０g+食品の空箱２０g）として、排出すれば、目標であるリ
サイクル率２０.０％以上の達成が可能です。
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３.燃えるごみ袋大（35リットル）の価格改定を行う目的③
以下の３点を主な理由として燃えるごみの減量に取り組んでいます。
・刈谷知立環境組合クリーンセンターの負担軽減

・焼却時に発生する二酸化炭素の排出量抑制

・最終処分場の延命化
加えて、ごみ袋の作成費用や収集運搬などに関する費用も増加し、安定的なごみ処
理体制の継続に努める必要があります。

燃えるごみ袋大（35リットル）の価格改定は、ごみ減量と分別・資源化の推進、
排出量に応じた費用負担の公平性を図ることを目的としています。
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7ページをご覧ください。

燃えるごみの減量は、刈谷知立環境組合クリーンセンターの負担軽減や焼却時に
発生する二酸化炭素の排出量を抑制することに繋がります。さらに、最終処分場
である知立市第２不燃物処理場の容量にも限りがあることから、燃えるごみの減
量に努め、延命化を図ることが必要になります。
また、ごみ袋の作成費用や収集運搬などに関する費用も増加しており、安定的な
ごみ処理体制の継続に努める必要があります。

燃えるごみ袋大（35リットル）の価格改定は、ごみ減量と分別・資源化の推進、
ごみの排出量に応じた費用負担をしていただくことで、ごみを多く出す方はそれ
に応じて費用負担が増えることになり、負担の公平性を図ることを主な目的とし
ています。
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４.県内自治体のごみ袋の価格
知立市では、平成１０年度からごみ袋の有料化を導入しています。ごみ袋の有料化

とは、ごみを出す人が、出す量に応じて、ごみの収集運搬やごみ袋制作に係る費用
の一部を手数料として負担してもらう制度です。

ごみ袋を有料化していない自治体は、市場価格で販売しているため、販売店に
よって価格は異なります。一方、知立市は有料化しており、条例で手数料の額が定
められているため、一律同じ価格となっています。

8
令和４年３月 環境省
一般廃棄物処理有料化の手引き より 【参考】愛知県内ごみ袋有料化自治体 燃えるごみ袋大 価格

8ページをご覧ください。

ごみ袋の有料化とは、ごみを出す人が出す量に応じて、ごみの収集運搬やごみ袋
制作に係る費用の一部を手数料として負担していただく制度です。
全国では、6割を超える自治体、愛知県内では、5割を超える自治体でごみ袋の
有料化を実施しています。
知立市では、「指定ごみ袋の購入」という方法で有料化を実施しています。
右の表には、掲載していませんが、碧南市や東海市は、一定枚数のごみ袋を無料
で配布し、無くなり次第、有料という方式をとっている自治体もあります。その
他、西三河地域では、高浜市が有料化を実施しています。

ごみ袋を有料化していない自治体は、市場価格で販売しているため、販売店に
よって価格は異なります。一方、知立市は有料化しており、条例で手数料の額が
定められているため、一律同じ価格となっています。
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５.ごみの減量について

9

・古紙は、不燃物処理場や知立文化広場横の八橋町井戸尻の資源回収ステーション
をご利用ください。また、町内会やPTA等の資源回収もご利用ください。
・古布は、不燃物処理場や資源回収ステーションのほか、一部公共施設等の回収
ボックスをご利用ください。

・プラスチック類のうち、プラスチック素材100%のものは、令和７年度からプラス
チック資源の対象となります。
・食べ切り、水切り、使い切りなど生ごみ減量・食品ロス削減にご協力ください。

ごみ袋小（１８リットル）を小分けにして、排出するのではなく、排出抑制に努め
ていただき、ごみ減量の取組にご理解・ご協力をお願いします。

9ページをご覧ください。

ごみの減量について になります。
４点記載させていただきました。
3つ目の・（ぽつ）のプラスチック資源については、この後、詳細を説明させて
いただきます。
その他の３点につきましては、右上に別冊資料と書かれています「知立市のごみ
減量等に関する施策について」と環境課からのお知らせということで、チラシを
お配りさせていただきましたので、参考としていただきますようお願いします。

価格が変わらないごみ袋小（18リットル）を小分けにして、排出するのではな
く、ごみ減量に努めていただきますようご協力をお願いします。
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６.よくある質問
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・令和７年３月３１日以前に購入した燃えるごみ袋大（35リットル）について、令
和７年４月１日以降も引き続き使用できますか。
→使用できます。

使用する分だけの計画的な購入と使用のご協力と買いだめ等は、行わないようお
願いします。

10ぺージをご覧ください。

よくある質問として
令和７年３月３１日以前に購入した燃えるごみ袋大（35リットル）について、
令和７年４月１日以降も引き続き使用できますか。
という質問をいただくことがあります。

こちらの答えとしましては、引き続き使用できます。

使用する分だけの計画的な購入と使用のご協力をお願いします。
また、買いだめ等は、行わないようお願いします。

以上で説明を終わります。
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